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平成２２年度の支援事業を追加募集します！ 

 ～みんなでつくるまちづくり支援制度をご活用ください～ 

 町では、住民団体が自主的・自発的に取組むことにより、まちづくりへつな

がる活動を支援するため、団体が実施する事業（１団体１事業に限ります。）に

対し支援金を交付することにしました。 

 この支援金は、公共性・公益性の高い活動について、審査会の審査を経て交

付するものです。 

 つきましては、この支援事業を希望する団体を次のとおり募集します。 

 みなさん、この支援制度を活用し、自分たちの手でまちづくりをしましょ

う！！ 

 

 

１．応募できる団体 

  １）町内に在住、在勤の５人以上で構成する団体 

  ２）町内に事務所及び活動の拠点を有する団体 

＊年度内１団体１事業で、今年度すでに支援金の対象事業となった団

体は応募できません。 

 

２．支援の対象となる主な事業例 

  １）環境美化事業 

   〇 公園・道路・河川など公共の場の清掃や草刈をする事業 

  ２）防犯・交通安全推進事業 

   〇 危険な箇所の点検や防犯活動を行う事業 

  ３）子育て・高齢者支援事業 

   〇 子育てを応援する事業 

   〇 高齢者の健康・介護予防を推進する事業 

 

３．支援の対象とならない事業 

  １）営利を目的とする活動や事業 

  ２）宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること  

を目的とする活動や事業 

  ３）政治上の主義を推進し、支持し、又はこれを反対することを目的とす

る活動や事業 

  ４）公職にある者（候補者を含む。）若しくは政党を推薦し、又はこれらに

反対することを目的とする活動や事業 

Ⅰ 支援事業について 

金について 
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  ５）国・県・町等の補助を受けて活動している事業 

  ６）その他、町長が支援の対象とならないと認めた活動や事業 

    ＊区や区に属する組織が行う清掃・草刈など（同様の事業で他でも相

当数行われている場合） 

    ＊団体やメンバーを集めての親睦交流を目的とする事業 

 

４．支援の対象となる経費 

  支援の対象となる経費は、事業実施に必要な経費で、原則として次の経費

区分とします。 

  項     目    内          容 

 １ 消耗品費 事業実施に必要な消耗品等購入費 

 ２ 印刷製本費 チラシ、資料等の印刷製本費 

 ３ 食材料費 事業実施に必要な食材料等購入費 

 ４ 大会賞品費 順位を競う大会等の賞品購入費 

 ５ 講師委託料 講師（謝金、交通費、食事代、茶菓代） 

 ６ 旅費交通費 講師事前打合せ等、旅費交通費 

 ７ 原材料費 事業実施に必要な原材料等購入費 

 ８ 教材費 教材として使用する書籍等購入費 

 ９ 会場等使用料 町公共施設等の使用料、機材借上料 

１０ その他の活動費 その他活動に必要な経費 

 

５．支援の対象とならない経費 

  支援の対象とならない経費は、原則として下記の経費区分とします。 

なお、タレント講演料、備品購入費及び大会等への参加経費については、

事業実施に係る必要性等を勘案することとします。 

  項     目    内          容 

 １ 宴会費  

 ２ 遊興費  

 ３ 慶弔費  

 ４ 慰労金  

 ５ 寄付金  

 ６ タレント講演料 事業種別により審査 

 ７ 備品購入費 事業種別により審査 

 ８ 大会等の参加経費 事業種別により審査 

 ９ その他の経費 その他適切でない経費も対象外とします。 
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６．補助率、限度額 

  １）補助率・・・事業経費の３分の２以内 

  ２）限度額・・・１００，０００円 

       ＊支援金の額は、千円未満切り捨てになります。 

  

７．事業計画の審査 

  公募委員及び町職員で構成する「みんなでつくるまちづくり支援金審査委

員会」が審査及び確認を行います。 

なお、公平性の観点から、申込みをした団体は審査会に出席していただき、

事業についてのヒアリングを行います。 

  １）審査項目 

   ○ 公益性 

   ○ 実現性 

   ○ 社会情勢 

   ○ 必要性 

  ２）審査方法 

   ○ 書類審査 

   ○ 書類項目採点方式による評価 

  ３）審査結果 

   ○ 審査結果を町長に報告 

 

８．審査・結果の公表 

  １）審査等の結果を広報紙、ホームページで公開 

  ２）申請団体に審査等の結果を通知 

 

９．本申請 

  審査の結果、採択となった事業は、改めて支援金の交付申請をしていただ

きます。 

 

１０．支援金の交付 

  交付申請のあった事業について、事業内容等を確認し、支援金の交付決定

をします。交付決定後、支援金が交付されます。（＊原則、事業完了後の交付

となります。） 

  交付に関しては、単年度の支援とします。 

   

 

 



- 4 - 

 

 

  支援事業に係る、申込みから事業終了までの事務の流れは次のとおりです。 

 

 

 

              

               申込書提出     

                        事 前 審 査 

 

 

                        報 

              結果通知        告 

   申 請 準 備 

 

 

             交付申請 

 

              決定通知 

 

 

 

     

             実績報告 

                     実 績 確 認 

              確定通知 

              

              請求書 

 

              支援金交付 

   ＊場合により、事業 

    途中で計画変更の 

    申請 

 

 

 

 

Ⅱ 事務の流れ 

 町 団 体 
８月 

事業募集 

事業計画申込み 

審査会審査 

町  長 

９月 

９月 

団 体  町 

交 付 申 請 

交 付 決 定 
事 業 実 施 

実 績 報 告 

交 付 請 求 
支援金確定 

支援金交付 

成果の公表 

10月 

3月 

事 業 終 了 
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 平成２２年度における支援金の交付に関して、次のとおり事業の追加募集を

行います。 

 なお、相談や質問については、随時受付けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 募集受付、相談等 

 
○受付期間  平成２２年８月２日から 
       平成２２年９月１０日まで 
 
○提出先   住民参加推進課 住民生活担当 
        
○電 話   ３３－１１１１ 内線２８３ 
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１．申込み 

  支援事業に応募する団体は、締切日までに、次の書類を提出してください。 

  ｛提出書類｝ 

   ▲支援金交付申込書（要綱様式第１号） 

   ▲事業実施計画書（要綱様式第２号） 

   ▲事業収支計画書（要綱様式第３号） 

   ＊要綱様式とは、杉戸町みんなでつくるまちづくり支援金交付要綱の様

式です。 

 

２．選考結果 

  審査会における審査・評価結果を基に、町長が支援事業を選考し各団体に

お知らせします。 

   ●支援金交付対象事業選考結果通知書（要綱様式第４号） 

   ＊この通知は、支援金の交付を決定するものではありません。 

 

３．交付申請 

  支援金の交付を受けるための申請をします。 

  ｛提出書類｝ 

   ▲支援金交付申請書（要綱様式第５号） 

   ▲事業実施計画書（要綱様式第２号） 

▲事業収支計画書（要綱様式第３号） 

 

４．交付決定及び通知 

  交付が決定すると申請者に通知します。交付にあたり条件を付す場合があ

ります。なお、交付しない場合は申請者にその旨を通知します。 

   ●支援金交付決定通知書（要綱様式第６号） 

    

５．申請の取り下げ 

  交付決定の内容又はこれを付された条件に不服があるときは、交付決定通

知書を受領した日から２０日以内に申請の取り下げをすることができます。 

 

６．事業計画の変更、中止、廃止 

  事業の計画変更、中止又は廃止をしようとするときは、承認を受けなけれ

ばなりません。 

｛提出書類｝ 

Ⅳ 申請書類等 
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   ▲支援事業計画変更・中止（廃止）申請書（要綱様式第７号） 

    

７．実績報告 

  支援事業が完了したとき、または交付決定に係る会計年度が終了したとき

は、町長が指定する期日までに関係書類を添えて実績報告をしてください。 

  ｛提出書類｝ 

   ▲支援事業実績報告書（要綱様式第８号） 

 

８．額の確定 

  実績報告書を審査し、支援事業の成果が交付決定の内容等と適合している

場合は、交付すべき支援金の額を確定し通知します。 

  なお、清算残金があるときは返還しなければなりません。 

   ●支援金確定通知書（要綱様式第９号） 

    

９．交付請求 

  指定する期間内に所定の書式により請求してください。 

  ｛提出書類｝ 

   ▲支援金交付請求書（要綱様式第１０号） 

 

１０．支援金の交付 

   支援金は、支援事業が完了した後において交付するものとします。ただ

し、町長が支援金の目的を達成するため、特に必要と認めたときは支援事

業の完了前に交付することができます。 

    

１１．関係書類の整理等 

   支援事業に係る収入、支出を明らかにした帳簿や証票書類等はいつでも

見ることができるよう整理しておいてください。 

   また、それらの関係書類は、支援金の交付に係る会計年度終了後５年間

保管してください。 

   

   ＊  ▲・・・町へ提出する書類  ●・・・町から通知する書類 

 

 

 

 

 

 


